
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� ワーケーションに係る取扱い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：社員が出張の翌日に休暇を取得して観

光したいと言っています。この場合の交通費

と宿泊費はどうなりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

①交通費の取扱い 

社員が出張の後に休暇を取得して観光を

する場合であっても、その出張に係る旅行が

業務の遂行上直接必要なものと認められる

場合には、一般的に、その出張に係る往復の

交通費は、その従業員に対する給与として課

税されません。 

この場合、その出張に係る旅行が業務の遂

行上直接必要なものであるか否かは、その旅

行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を

総合勘案して実質的に判定されることとな

ります。 

②宿泊費の取扱い 

会社が負担する宿泊費用については、その

宿泊が業務の遂行上必要と認められるもの

で、通常必要と認められる金額のものであれ

ば、従業員に対する給与として課税されませ

ん。 

したがって、お尋ねのような業務遂行後の

宿泊費用については、その宿泊が、業務終了

時間から判断して当日に帰宅することが困

難であるなどの事情によるものではなく、翌

日に観光をするための宿泊と認められる場

合のものであれば、その従業員に対する給与

として課税されることとなります。  
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